
 

事  務   連  絡  

             令和８年１月２８日  

 

  小倉南区各自治公民館長 様 

 

小倉南区役所コミュニティ支援課 

地域交流担当課長 秋吉 悟 

 

令和７年度小倉南区自治公民館運営費等補助金に係る 

決算書類の提出について(お願い) 

 

 

 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、標記補助金の決算について関係書類を配布いたします。つきましては下記の要領

にて作成のうえ、期日までにご提出くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 提出書類 

（１） 実績報告内訳書・・・・・・・・様式１８号—４ 

 （２） 事業報告書・・・・・・・・・・様式１８号—５ 

 （３） 収支決算書・・・・・・・・・・様式１８号—６ 

 （４） 監査報告書 

 （５） 歳出予算（決算）一覧表 

 （６） 領収書(補助金を充当する経費分) 

 

 

 

２ 提出方法及び提出期限 

 

  ・提出期限･･･令和８年４月１０日（金） 

 

・提出先 ･･･小倉南区役所 コミュニティ支援課 生涯学習係（３階６番窓口） 

 

  ・受付時間･･･月～金曜日の午前９時から午後 4 時まで 

          

 

○書類作成については、記入例をご参照ください。 

  

 

 
 

 

                       

 

 

 

【連絡・問合せ先】 

 小倉南区役所コミュニティ支援課  

松尾、松本（武）   

TEL 951-4115 

FAX 951-5507 

 





 

  

自治公民館運営費補助金関係書類作成の留意事項 

 

補助金書類の作成にあたっては、以下の点にご留意下さるようお願いします。 

 

１ 補助金の対象となる経費(補助対象経費)について 

【補助対象経費】 

  おおむね次の事業に直接要する経費をいいます。 

 

 

   ・当該館が主催する社会教育振興のための各種講座、大会等の諸事業 

   ・社会教育に関する連絡調整及び研究調査の事業 

   ・社会教育に関する大会等へ参加する事業 

   ・社会教育に関する啓蒙、情報提供に関する事業 

・施設及び設備の維持管理に関する事業 

 

 別表「歳出予算(決算)書費目別内訳書」を参考にしてください。 

 

【補助対象外経費】 

・社会教育に関しない事業 

・町内親睦旅行、親睦飲食費 

・宗教的な行事（地域の伝統行事で文化を継承するものなどは可） 

・他の団体への「負担金」、「補助金」、「協賛金」 

・食糧諸費、備品費、交際費、慶弔費、宿泊費、広告費、積立金、寄付金

予備費、引当・積立金、繰越金、保険料（動産にかけるもの「家財保険、盗

難保険、車両保険など」）  など 

 

２ 提出書類の記入・押印について 

① 決算額の記入  ・実際の執行額を円単位で記入してください。 

・消費税込みの金額です。 

② 書類の訂正   ・訂正箇所に２本線を施し、訂正印を押印してください。 

※修正液は使用しないでください。 

③ 押印について  ・使用する印鑑は館長の私印です。 

・提出書類は、全て同じ印鑑をご使用ください。 

・申請書と実績報告書は、同じ印鑑をご使用ください。 

 

④ 監査報告書の日付は、記入しないでください。 

《補助金交付要項より抜粋》 

※地域総括補助金の

様式には、館長の押

印は不要です。 
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※ 補助金充当のポイント 

１ 補助金を充当できるのは、対象となる経費の２分の１までです。 

 

２ 書類を作成するときは、補助対象であることがはっきりしているもの

から２分の１を限度に振り分けて下さい。 

 例えば、 

・電気、ガス、水道代、建物・備品の修繕代、土地の借地料など 

・講演会、講習会、研究会等の講師謝礼金 

・テキスト等の印刷代 

・講座案内用の郵便代など 

 

３ 補助金の充当先を複数の事業に少額ずつ振りわける必要はありませ

ん。 

 

４ 令和６年度も、備品費は補助金の充当対象にはなりません。 

※補助金の適正な執行がなされていない場合は、補助金の返還等を求められる

ことがあります。 

 

３ 領収書について(別紙「領収書の添付について」を参照) 

① 領収書については、補助金を充当する経費分で結構です。全ての領収書を提

出する必要はありませんが、少なくとも補助対象経費のうち、 

補助金額の２倍の額の領収書の提出が必要です。 

② 複数の支払いが、一つの領収書に合算されているときは、それぞれどの事業、

費目で整理されたかをその領収書の余白に記載してください。 

③ 電気、ガス、水道代などの口座振替の場合は、通帳のコピーを代用すること

もできます。その際、該当部分の欄外に何の費用かを記載してください。 

④ 講師への謝礼金についても領収書をとるようお願いします。 

⑤ ＪＲの切符代や自販機など領収書が取れない場合は、館長による支払確認書

で代用してください。 

⑥ 物品等の購入で、まち協や自治会名での領収書者名は不可 

 

４ 館長の異動について 

館長が交代される館がありましたら、「館長異動届」をご提出ください。 

旧館長は、新館長へ当該書類の受け渡し、引継ぎをお願いします。 

 

５ 鉛筆や消せるボールペンは使用禁止です 

補助金の書類の記入に鉛筆や消せるボールペンを使用すると、書類審査を通り

ませんので、手書きされる場合は、消せないボールペンを使用してください。 
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ＪＲの切符代など領収書が取れない場合 

→公民館長による支払い確認書類を添付してください。決まった様式はありませ

んが、「宛名（公民館名）「日付」「金額」「用途」等を紙に記載し、館長印を押

印したものを支払い確認書類として取り扱います。 

 

令和○○年○○月○○日  

確 認 書 

 

金額３，０００円也 

 

但し、○月○○日開催、○○事業参加時の JR 乗車券代として、使用したこと

に相違ありません。(○○駅～△△駅 □名分) 

 

                   ○○公民館 館長 ○○ ○○㊞ 
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【補助金の返還となる場合】 

 

補助金を充当できるのは、対象となる経費の２分の１までです。 

 

（例）補助金交付１５万円 ⇒補助金対象経費３０万円 

  もし今年度補助金対象経費（実績）が２０万円であれば、補助金は１０万円 

     １５万円－１０万円＝５万円（返還） 

 

例年どおり、実績報告書を提出し、補助金を返還してください。 
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「運営費等補助金 領収書添付用紙」記載方法及び記載例 

 

 

１ 記載方法 

  記入箇所は、区分、費目、事業名（事業費のみ）となります。 

 

（１）事業費について 

    ○区 分：「成人教育」「青少年」「文化」「体育」「社会教育以外の市関

係」「その他」のいずれかに○印をしてください。 

    ○費 目：「謝金」「旅費」「通信費」「使用料」「消耗品費」「委託料」 

「その他」のいずれかに○印をしてください。 

    ○事業名：「生花教室」「グラウンドゴルフ」など、他の様式に記載のあ

る事業名に合わせて記入ください。 

   ○金 額：合計金額を記入してください。事業ごとに、補助対象経費 

でありかつ補助金充当額の２倍以上であることを確認して 

ください。 

 

（２）維持管理費について 

   ○区 分：「管理費」「施設修繕費」「運営委員会等」「人件費」「その他」

のいずれかに○印をしてください。 

   ○費 目：「委託料」「旅費」「通信費」「光熱水費」「消耗品費」「不動産

保険」「その他」のいずれかに○印をしてください。 

   ○金 額：合計金額を記入してください。事業ごとに、補助対象経費 

でありかつ補助金充当額の２倍以上であることを確認して 

ください。 

 

 

２ 領収書 

   「（領収書貼付）」の欄に貼付してください。また、領収書が複数枚にな

る場合は、重ならないようにお願いします。 

 

 

３ 記載例 

  別添記載例参照 
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歳出予算(決算)書費目別内訳書 

 

 事  業  費 維 持 管 理 費 

謝  金 
 講演会､講習会､研究会等の謝礼。各種事業の商品代、 

原稿料、参加賞、賞品等 
 

旅  費  講師の旅費、講師との交渉旅費等 
 運営委員会､類公連等の会合に要する旅費等 

 

通 信 費 
 講演会等の開催に要する郵便料(切手・はがき)、 

電話料、インターネット代等 

 運営委員会等の連絡に要する郵便料(切手・はがき)、 

 電話料等 

使 用 料  講演会､学級講座等に要する教具、教材の借上料等  

光熱水費  
 電気、ガス、水道等の支払いに要する経費等 

 （管理人が直接個人で使用するものは除く） 

消耗品費 
 各種講座等で使用する消耗品等 

 （税込・単価５万円未満の物品） 
 館務日誌、館使用申込書等の諸用紙代、印刷代等 

 （税込・単価５万円未満の物品） 

不 動 産 

保 険 料 
 

 火災保険料等 
（盗難保険料など、動産にかける保険を除く） 

委 託 料  各種講座等、生涯学習事業実施に伴う委託料  公民館及び公民館敷地の清掃委託、機械警備費用等 

施  設 

修 繕 費 
 

 建物、建具、備品類の軽易な修繕に要する経費等(机、 

 椅子の修理、たたみ・ふすまの張替、その他毎年経常的に 

使われる経費） 

人 件 費   公民館主事、管理人等の人件費（役員手当は除く） 

その他  教具、教材の修理等  土地の借料等 
 

＜補助対象外＞ 

・食糧諸費（弁当や食事の提供及び飲食を伴う宴会・会合での飲食代） ・備品費（税込・単価５万円以上） ・交際費 ・慶弔費 

・役員手当 ・宿泊費 ・広告費 ・動産にかかる保険料 ・積立金 ・寄附金 ・負担金 ・補助金 ・予備費 ・保証金  等 
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R6.3.26 

生涯学習課 

 

公民館類似施設等運営費等補助金の対象について 

（令和６年度４月１日以降実施事業から適用） 

 

１ 運営費補助金の対象について（ 「公民館類似施設等補助金交付要項」より） 

運営費等補助金の対象となるのは、次のアに該当する事業の経費で、イの規定で除

外されないものです。 

  ア 補助対象経費とは、おおむね次の事業に直接要する経費をいう。 

   ・当該館が主催する社会教育振興のための各種講座、大会等の諸事業 

   ・社会教育に関する連絡調整及び研究調査の事業 

   ・社会教育に関する大会等へ参加する事業 

   ・祉会教育に関する啓蒙、情報提供に関する事業 

   ・施設及び設備の維持管理に関する事業 

  イ ただし、交際費、慶弔費、親睦会費、役員手当、食糧諸費、宿泊費、広告費、

動産にかかる保険料、貸付金、出資金、積立金、寄附金、租税公課費、負担金、

補助金、予備費、保証金等及び北九州市の「物品の分類範囲」の既定で備品に

該当する物品の購入経費、その他アの趣旨に合わない経費は補助対象から除外

する。 

 

２ 対象となる例 

上記アの事業の経費で、次のようなものが対象です。 

（例ですので、このほかにも対象となるものが考えられます。ここにないものについて

は、コミュニティ支援課にご相談ください。） 

【事業費】 

謝金 講演会・講習会・研究会等の講師謝礼、原稿料 

旅費 
講師の旅費、講師との交渉旅費（タクシー代も可、ただし要領収

書）、研修旅行のバス代（宿泊費は補助対象外） 

通信費 講演会等の開催に要する郵便料（切手・はがき）、電話料 

使用料 
講演会・学級講座等に要する教具・教材の借上料、講演会場の

使用料 

消耗品費 

物品費 

教具・教材費、テキスト代、講演会案内用紙代、夏祭りで参加者

にふるまう料理の材料費、講師へ出すお茶の葉代、各種事業の

商品代、敬老行事のお祝い品として配る饅頭購入費 

※R６年度は５万円未満（図書は３万円未満）の物品 

委託料 講座や研修の企画・運営委託料 

その他 印刷代、教具・教材の修理費、行事障害保険料 
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【維持管理費】 

委託料 

公民館建物のシロアリ点検・駆除、敷地内の駐車場整備、敷地

内の雑草の草刈り費、公民館及び公民館敷地の清掃委託、敷地

内の木の伐採費、機械警備費用、団体の法人化手続きの費用

（司法書士への相談料・登記手続き報酬、登記手数料、登記事

項証明書（登記簿謄本）手数料など） 

旅費 運営委員会、類公連等の会合に要する旅費 

通信費 運営委員会等の連絡に要する郵便料（切手・はがき）、電話料 

光熱水費 
電気、ガス、水道等の支払いに要する経費等 

（管理人が直接個人で使用するものは除く） 

消耗品費 

物品費 

机、いす、館務日誌・館使用申込書等の諸用紙代、プリンターの

インク代、敷地内法面に貼る防草シート代 

※R６年度は５万円未満（図書は３万円未満）の物品 

保険料 火災保険料、地震保険料、公民館利用者障害保険料 

施設修繕費 

建物・建具・備品類の軽易な修繕に要する経費（机、椅子、エア

コンの修理、たたみ・ふすまの張替、その他毎年経常的に使われ

る経費）、敷地内のブロック塀の修繕・撤去費、敷地内の駐車場

修繕費 

人件費 
公民館主事・管理人・事務員の人件費（役員手当は補助対象

外） 

その他 

インターネット回線使用料、パソコンのリース料、AED（心室除

細動器）のリース料、印刷代、建物・設備（消防用設備等）の法定

点検に要する経費、公民館用地の借料、館（建物）の火災報知器

設置・交換経費、物品の処分費用 

 

3 対象とならない例 

上記アに該当しない事業の経費のほか、次のようなものも対象とはなりません。 

（例ですので、このほかにも対象とならないものが考えられます。ここにないものにつ

いては、コミュニティ支援課にご相談ください。） 

交際費 
館長や役員など公民館の立場で出席する宴会・親睦会・交流会

参加費、お中元・お歳暮などの贈答 

慶弔費 結婚式の祝儀、葬儀の香典 

親睦会費 
相手方が公民館関係者内外を問わず、宴会・会合での飲食代や

会場代、会場運営委託に係る経費 

食糧諸費 飲食物購入経費※１、アルコール類、飲食代、 

宿泊費 ホテル・旅館の宿泊費 

広告費 雑誌・情報誌や新聞の広告掲載費 

積立金 公民館修理費などの積立金 

寄付金 他団体等への寄付金 
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負担金 連合会・協議会の負担金 

補助金 他団体等への補助金 

予備費 

繰越金 

補助金申請時の「予備費」、精算時に翌年度へ繰り越す「繰越

金」 

保証金 AED（心室除細動器）などをリースする際の保証金 

備品費 
市の『物品の分類範囲』の既定で備品に該当する物 

※R6.4.1 現在は、５万円以上の物品（図書は３万円以上） 

保険料 動産にかける保険料（家財保険、盗難保険、車両保険など）、 

※１ 例外的に補助対象として認められるものについては、「２ 対象となる例」の 

「消耗品費 物品費」の欄をご覧ください。 
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